
 

令和３年度一般会計補正予算（第 1５号・専決補正） 概要 
 

 

１．補正予算額 

 

会計区分 補正前 今回補正 補正後 

一般会計 76,966,267千円 1,592,674千円 78,558,941千円 

 

 

２．補正内容 

 子育て世帯への臨時特別給付金の追加支給  

 

■事業背景 

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世帯を支援するため、所得

が一定基準以下である子育て世帯について臨時特別給付金を支給することが、 令和 3年１１

月 19日に閣議決定された。 

このうち、先行給付分については国の予備費での予算化を受け、日野市においてもすでに第

14号補正により予算化をおこなっているが、ここで追加給付分についても現金による一括支

給を可とする旨の方針が国から示された。これを受け、当市でも可能な限り年内一括支給する

方針としたが、年内支給するためには国の補正予算成立を前に、早急に対応する必要があり、

専決処分により予算措置するもの。 

 

 

■事業概要（上記を踏まえた対応）  

① 支給額及び支給対象 

＜追加給付分（5万円分）＞ 

・令和 3年 9月分の児童手当（本則給付）支給対象児童 

・上記児童と同世帯の高校生等（平成 15年 4月 2日から平成 18年 4月 1日までに 

生まれた児童） 

   ・令和 4年 3月 31日までに生まれた児童手当（本則給付）支給対象児童（新生児） 

   ＜全額（10万円分）＞ 

・上記以外の高校生等 

     

② スケジュール 

   ・令和 3年 12月 27日 から順次支給 

 

■専決日  

令和 3年 12月 16日（木） 

 

  



 

 

■予算措置 

事業名：子育て世帯等臨時特別支援事業経費（子育て課） 

     職員人件費（職員課） 

予算科目 事業費 
財源 

国庫負担※ 一般財源 

会計年度任用職員報酬 1,938千円 0千円 1,938千円 

費用弁償 82千円 0千円 82千円 

郵便料 329千円 0千円 329千円 

振込手数料 215千円 0千円 215千円 

システム改修業務委託料 110千円 0千円 110千円 

子育て世帯への 

臨時特別給付金 
1,590,000千円 0千円 1,590,000千円 

（合計） 1,592,674千円 0千円 1,592,674千円 

※国の補正予算成立前の対応となるため、当面の財源は一般財源（財政調整基金繰入金）で 

対応し、国庫補助金が交付決定され次第、財源補正を予定 


